
特記事項

１　農振農用地（黄色）及び黄色以外で色塗りされた農地を地域計画の対象農地とします。

２　呉市倉橋町字片平山9055-4,9055-5,9056-2，

　　黒岩9078-5,9078-6,9079-4,9089-4,9091-2,9093-6,9095-4,9095-5,9095-6,9095-7，

　　水越9108-8,9114-8,9114-9,9114-10,9114-11は地域計画の対象農地となりません。

３　この図面で土地の権利等を確認できるものではありません。

③脇田地区

目標地図：音戸・倉橋地区

①水越地区

②倉井地区



特記事項

１　色塗りされた農地を地域計画の対象農地とします。

２　この図面で土地の権利等を確認できるものではありません。

①水越地区



特記事項

１　色塗りされた農地を地域計画の対象農地とします。

２　この図面で土地の権利等を確認できるものではありません。

②倉井地区



特記事項

１　色塗りされた農地を地域計画の対象農地とします。

２　この図面で土地の権利等を確認できるものではありません。

③脇田地区


